
令和７年７月　島根県障がい福祉課

○工賃向上計画の対象事業所の平均工賃は月額 29,506円で、前年度と比べ1,466円（5.2％）増えました。

○工賃向上計画における県の令和６年度目標工賃月額 28,600円を 906円上回りました。

〇令和５年度実績から、障がい者特性等により利用日数が少ない方を多く受け入れる場合があることを踏まえ、

平均利用者数を用いた新しい算定方式が導入されました。

　　　　平均工賃月額＝工賃支払総額÷開所日1日あたりの平均利用者数÷年間開所月数

＜参考＞令和4年度実績までの計算方法 　

　　　　平均工賃月額＝工賃支払総額÷工賃支払対象者の総数

○工賃向上計画対象事業所の工賃の分布

R５ R６ R５ R６

0 0 0.0% 0.0% + 0.0
0 0 0.0% 0.0% + 0.0
3 2 2.2% 1.4% - 0.8

15 12 10.9% 8.5% - 2.4
19 19 13.8% 13.4% - 0.4
26 26 18.8% 18.3% - 0.5
23 27 16.7% 19.0% + 2.3
16 14 11.6% 9.9% - 1.7
36 42 26.1% 29.6% + 3.5

138 142

1人当たり月額（円）
事業所数 構成比

増減

～2,999

島根県内の障がい者就労支援事業所等における工賃状況（令和６年度実績）

30,000～34,999
35,000～

計

3,000～4,999
5,000～9,999

10,000～14,999
15,000～19,999
20,000～24,999
25,000～29,999

前年度比

R４ R５ R６ R６/R５ R５ R６

就労継続支援Ｂ型 目標額 20,724 21,327 28,600 -

平均工賃月額（旧算定） 実績額 20,141 20,354 - -

平均工賃月額 実績額 28,040 29,506 105.2%

100,019 103,724 107,724 103.9% 32 29就労継続支援Ａ型（雇用型）

平均工賃月額（円） 回答事業所数

138 142


